
２０２２年４月

高齢者悪質商法被害防止情報連絡体制

◆こんな消費者トラブルに注意を！
消費生活センターには、高齢者から、出会い系サイトやインターネット接続回線などの情報通

信分野に関する相談や、健康食品などの定期購入についての相談、屋根修理などを含むリフォー

ム工事や新聞の訪問販売に関する相談が多く寄せられています。

〈相談事例〉

・スマホに間違いメールが届いた。返信したことをきっかけに

相手と親しくなり、悩みを聞いていたら、別の出会い系サイ

トでやりとりを続けるよう頼まれた。個人情報を交換するた

めだと言われてコンビニで合計２０万円ほど電子マネーを購

入し支払ったが、だまされたと気づいた。お金を返してほしい。

・両親が２人で暮らす実家に、光回線を勧める電話があった。実家にはパソコンもネット環境も

ないので、母は「必要ない」と断ったが「工事代はかかるが支払ったお金は後で戻る」などし

つこく勧められて面倒になり、「契約する」と言ってしまった。母は、安易に契約してしまった

ことに後悔しておりキャンセルしたい。

〈トラブル防止のポイント〉

・高齢者の消費者トラブルを防ぐには、周囲の人の見守りが重要です。不審な電話や訪問を受け

たときの対応方法やどこに相談するかなどを周囲の人と話し合っておきましょう。

・家の固定電話には、通話録音装置や迷惑電話対策機能付きの電話機を使うと良いでしょう。

・家には多額の現金を置かないようにしましょう。

★右の QR コードから中野区ホームページにて、

２０２０年４月からの「情報特急便」をご覧いただけます。

中野区消費生活センター 中野区中野４－８－１（区役所１階２４番窓口）
相談受付電話 ０３（３３８９）１１９１ FAX ０３（３３８９）１１９９
相談受付時間 月～金曜日 ９時３０分～１６時（土日・祝日・年末年始は休み）
ｅメールアドレス shohiseikatusenta@city.tokyo-nakano.lg.jp
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見守りを必要としている高齢者への注意喚起をお願いします。

裏面にて、（独）国民生活センターの「見守り新鮮情報」をお届けします。




